
第２２号議案 

 

   東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成３０年２月９日 

 

       提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、施設の使用に関し、規定の整備を図るため提出しま

す。 



   東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区体育施設条例（昭和５０年３月台東区条例第１２

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３（１）の部備考１中「及びトレーニング室」を「、ト

レーニング室及び更衣室」に改め、同表備考に次のように加える。 

３ 更衣室のみ使用する場合は、１人１回の使用を１単位と

する。 

 別表第４（１）の部を次のように改める。 

 (１) 台東リバーサイドスポーツセンター体育館 

  区別  貸し切りの場合  貸 し 切

り で な

い場合  
  使用

単位  

 

 

午前  午後  夜間１  夜間２  全日１  全日２  

施設

名  

  午前９時

～正午  

午後１時～

午後５時  

午後６時～

午後９時  

午後６時～

午後１０時  

午前９時～

午後９時  

午前９時～

午後１０時  

１人１

回  

第１競技場  １７,００

０円  

２３,００

０円  

３５,００

０円  

４６,６０

０円  

６５,００

０円  

７０,４０

０円  

一般 

２５０

円  

中学生

以下 

１００

円  

第２競技場  ７,０００

円  

１０,００

０円  

１３,００

０円  

１７,３０

０円  

２８,００

０円  

３０,３０

０円  

第１武道場  ６,５００

円  

９,５００

円  

１３,００

０円  

１７,３０

０円  

２４,００

０円  

２６,００

０円  

第２武道場  ６,５００

円  

９,５００

円  

１３,００

０円  

１７,３０

０円  

２４,００

０円  

２６,００

０円  

弓道場  ５,０００

円  

８,０００

円  

１０,００

０円  

１３,３０

０円  

２０,００

０円  

２１,６０

０円  

相撲場  １,２００

円  

１,８００

円  

２,４００

円  

３,２００

円  

５,４００

円  

５,８００

円  

エアーライ

フル場  

１,８００

円  

２,４００

円  

３,６００

円  

  ６,８００

円  

  

卓球場  

 

            

トレーニン

グ室  

            

第１会議室  １,２００

円  

１,６００

円  

１,７００

円  

２,２００

円  

４,５００

円  

５,０００

円  

  

第２会議室  １,２００

円  

１,６００

円  

１,７００

円  

２,２００

円  

４,５００

円  

５,０００

円  

  

第３会議室  １,２００

円  

１,６００

円  

１,７００

円  

２,２００

円  

４,５００

円  

５,０００

円  

  

第１会議室

及び第２会

議室  

２,２００

円  

２,７００

円  

３,１００

円  

４,１００

円  

８,０００

円  

８,６００

円  

  



第２会議室

及び第３会

議室  

２,２００

円  

２,７００

円  

３,１００

円  

４,１００

円  

８,０００

円  

８,６００

円  

  

第１会議

室、第２会

議室及び第

３会議室  

３,３００

円  

４,０００

円  

４,６００

円  

６,１００

円  

１１,９０

０円  

１２,８０

０円  

  

更衣室  

 

       

 備考 

  １ 貸し切りでない場合の１回とは、午前９時から正午まで、

午後零時３０分から午後３時まで、午後３時３０分から午

後６時まで及び午後６時３０分から午後１０時までの各単

位をいう。ただし、トレーニング室については、３時間以

内を１回とする。 

  ２ 単位時間を超えた場合の使用料は、１時間（１時間未満

の時間は、これを１時間とする。）を限り規定使用料の１時

間当りの額の２割増相当額とする。 

  ３ 貸し切りで第１競技場、第１武道場又は第２武道場の全

面積の２分の１の面積を使用する場合の使用料は、規定使

用料の５割相当額とする。 

 別表第４（２）の部中「１５歳以上」を「一般」に、「１４歳以

下」を「中学生以下」に改める。 

 別表第４（５）の部中「１５歳以上」を「一般」に、「１４歳以

下」を「中学生以下」に改める。 

 別表第４（６）の部中「１５歳以上のチーム」を「団体（中学

生以下の者を主体としたものを除く。）」に改める。 

 別表第４（７）の部中「１５歳以上」を「一般」に、「１４歳以

下」を「中学生以下」に改める。 

 別表第４（１０）の部中「１５歳以上」を「一般」に、「１４歳



以下」を「中学生以下」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


